
○　料 金 の 計 算 例

※口径２０ｍｍの毎月検針で４５ｍ3使用した場合（口径２０ｍｍの平均使用量）

基本料金 ・・・・・・・・ １０ｍ3まで 2,679 円

超過料金 ・・・・・・・・ １１ｍ3 ～ ２０ｍ3 （ １０ ｍ3 × １３５ 円 ） 1,350 円

〃 ・・・・・・・・ ) ２１ｍ3 ～ ５０ｍ3 （ ２５ ｍ3 × １５１ 円 ） 3,775 円

令和 元 年１０月 下田市長 福　井　祐　輔 計 7,804 円

１ケ月料金 円 ＝ 8,584 円

（ 内消費税 ） 780 円

旧料金計算 円 ＝ 8,428 円

①　普　通　給　水

消費税増額分 156 円

となります。

料金
口径 11～20ｍ3 21～50ｍ3 51～100ｍ3 101～200ｍ3 201ｍ3以上

※口径１３ｍｍの隔月検針で３２ｍ3使用した場合（一般家庭の平均使用量）

基本料金 ・・・・・・・・ ２０ｍ3まで 2,120 円

超過料金 ・・・・・・・・ ) ２１ｍ3 ～ ４０ｍ3 （ １２ ｍ3 × １３５ 円 ） 1,620 円

〃 ） ４１ｍ3 ～ ４３ｍ3 （ ０ ｍ3 × １５１ 円 ） 0 円

135 円 151 円 168 円 195 円 221 円 3,740 円

２ケ月料金 円 ＝ 4,114 円

（ 内消費税 ） 374 円

旧料金計算 円 ＝ 4,039 円

消費税増額分 75 円

※　料金計算の仕方は上記のとおりですが、簡単に計算できる速算表が「裏面」にありますので、

ご利用ください。

②　特　別　給　水

ア・ 工事その他臨時用

基本料金 　 １０ｍ3まで ・・・・・・・・・・・・ ２,７９１円 ※　詳細につきましては、下田市上下水道課へお問い合わせください。

超過料金   １ｍ3につき ・・・・・・・・・・・・ ２７９円 下田市河内５７６（落合浄水場内） (0558-22-1200
イ・ 船舶用   １ｍ3につき ・・・・・・・・・・・・ １９５円
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41,869

（１）　毎月検針　（大口使用者や受水槽契約者は毎月検針となっています。）

下記の料金表に基づき算出した金額に１．１０を乗じて得た額の１円未満を切り捨てた金額が使用料金

40 ｍｍ 11,165

×

○　水 道 料 金 表　（１ケ月につき）

20 円

円

1.08

3,740 × 1.10

3,740

30

7,804 × 1.10

（２）　隔月検針　（一般家庭は、２ケ月ごとの隔月検針となっています。）

ｍｍ

ｍｍ

× 1.087,804

2,679

4,130

水 道 料 金(消費税額分) 改 定 の お 知 ら せ

超 過 料 金　（ １ ｍ3 に つ き ）基本料金

0～10ｍ3

1,06013

 　日頃、水道事業の運営につきましては、市民の皆様方の御理解と御協力を頂き誠に有難うございます。
　消費税法及び地方消費税法の改正に伴い、消費税率を８％から10％へ改定し、水道料金に加算して請
求させて頂きます。経過措置を適用するため、原則、令和元年12月分(毎月請求者は10月末～11月末使用
分、隔月請求者は10月中旬～12月中旬使用分)から請求させて頂きます。
　今後とも、水道を安定してお届けすることを基本に、一層の経費削減と効率的な運営に努めてまいります
ので、何卒、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
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